
下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向けたロードマップ（瑞浪市）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

今回の計画期間

令和 8 年度～17 年度 

（10 年間） 

 

 

 

*）マンホールポンプは 

全 85 基あり、20 年 

周期で改築しても毎 

年4基の改築が必要 

（２）今回の見直しについて 
前回計画の策定から 5 年が経過し、見直しの時期を迎えていることから、以下の計画期間で見直しました。 

１．ロードマップの見直しにあたって 

(1) 瑞浪市下水道事業経営戦略について 
公営企業については、保有する資産の老朽化に伴

う大量改築期の到来や人口減少等に伴う使用料収入
の減少等により、経営環境は厳しさを増しており、不
断の経営健全化の取組が求められます。 

このような中、公営企業が安定的に継続すること
が可能となるように、今後 10 年間の基本計画である
「経営戦略」を策定することを総務省から要請され、
瑞浪市は平成 28 年に経営戦略を策定しました。 

「経営戦略」の中心は投資試算と財源試算を構成
要素とする「投資・財政計画」で、その概要イメージ
は右図の通り「収支均衡」を求めるもので、５年ごと
に見直しを行い、戦略プランの達成状況の検証、「収
支ギャップ」の解消に向けた取組等についても検証
していきます。 

（1）管路施設 
本市は「■規格の古い脆弱な管路の改築」を終えており、現在は、点検・調査の結果より改築が必要とされ

る管路が出現していない状況です。管路に比べて寿命が短いマンホール鉄蓋とマンホールポンプの改築を継続
していきます。   参考寿命）管路 50～120 年、マンホール鉄蓋 15～45 年、マンホールポンプ 15～30 年  

２．下水道施設の概要と経営戦略期間中の改築更新需要 

■規格の古い脆弱な管路の改築のピーク 平成 27 年度～令和６年度建設改良実績 グラフ凡例 

■マンホール鉄蓋の改築 

■マンホールポンプの改築 継続事業(施設数が多い上に耐用年数が短い更新需要) 

■下水道区域拡張事業(令和２年完了)

■農集排統合事業(令和 3 年接続,以降は不要施設撤去)

■管路の改築需要は少ない見込み

（2）処理場・ポンプ場施設 
処理場・ポンプ場施設では、寿命を迎えた処理場の管理棟、自家発電機、中央監視装置の改築が必要ですが、

その他の設備は継続使用していきます。 
本市のストックマネジメントでは、処理場・ポンプ場の各施設に対しリスク評価を実施しています。下図のよ

うに経過年数と被害規模のリスクマトリクスによりスコアを算定します。 
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りますが、継続使用が可能と判定しております。 
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●今回改築

本市では標準耐用年数の2倍を⾧寿命化の目標としています。
しかし、管理棟は今回 1.2 倍の延命化で改築と判定しました。

改築を早めますが、２倍以上の延命化を図る施設で相殺する
よう施設ごとに適切な改築時期を判定していきます。

老朽化した管理棟本館 

瑞浪市浄化センター
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下水道使用料の改定の必要性に関する検証及び経費回収率の向上に向けたロードマップ（瑞浪市） 

  計画期間を令和 6 年度～令和 15 年度とする第７次瑞浪市総合計画では、都市基盤について「持続可能な

まちづくり」を基本理念の一つに掲げています。その実現に向け、下水道事業では３つの基本目標に基づく

施策を着実に推進していきます。老朽化対策と耐震化による災害に強い下水道施設の持続、市内全域で水洗

化が進み、衛生的な生活を実感できるまちをめざします。 

４．目指すべき方向性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■処理場・ポンプ場施設 

 
 
 

■管路施設 

 
 

５．投資・財政計画 

（1）事業計画 
計画期間１０年間において、約２０億円の事業費を見込みます。 

３．将来の事業環境 

●使用料収入の見通し 
本市の人口は減少傾向が続い

ており、下水道区域内の処理人
口は、令和８年度の24,186人か
ら令和17年度では21,927人と
推定し、使用料収入を見込みま
した。 

（2）事業の採算性・使用料検証
今回の計画期間中は、現行の

使用料体系を維持できる見込み
です。 
 

【建設改良費】 単位【千円】

R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R08～R17

ストック 管路施設 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 480,000 

マネジメント 処理場・ポンプ場施設 88,000 45,000 257,000 200,000 30,000 260,000 140,000 120,000 120,000 120,000 1,380,000 

50,660 6,726 6,793 6,860 6,928 6,997 7,066 7,136 7,207 7,279 113,652 

186,660 99,726 311,793 254,860 84,928 314,997 195,066 175,136 175,207 175,279 1,973,652 

項　　　　　目

その他

合計

2-1 市内全域の汚水処理施設整備 

・ストックマネジメント計画に基づく管路施設の改築 

・降雨時の不明浸入水対策 

・小田中継ポンプ場の耐震化 

・益見中継ポンプ場のマンホールポンプへの改築 

・管理棟の改築（建物） 

・自家発電機、中央監視装置の更新（電気設備） 

・下水道区域内は整備完了、区域外で合併処理浄化槽への転換 

・広報の掲載等 

・ストックマネジメントによる精度の高い投資計画 

基本理念 「持続可能なまちづくり」 

基 本 目 標 基 本 施 策 

２．計画的な水洗化の促進 

1-3 中継ポンプ場の耐震化と改築更新の実施 

2-2 水洗化促進 

３．経営の健全化 

3-2 効率的かつ弾力的な経営 

１．下水道施設の計画的な更新 

青字 実施済及び実施中の施策

赤字 今後検討の施策

凡　　　　例

3-1 ストックマネジメントの実施 

・ダウンサイジング、処理方式の見直し 

3-３ 農業集落排水施設の検討 

1-2 浄化センターの改築更新の実施（耐震化は水処理施設以外完了） 

1-1 下水道管の計画的な改築・更新 

・経営戦略のフォローアップ 

（3）財政収支計画(内部留保資金)
内部留保資金は計画期間を通じ

て安定して確保できる見込みで
す。 
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